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            午前１０時０３分 開議 

○議長（原田定信君） ただいまの出席議員数は２０名で定足数に達しており、議会は成

立しました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第１３９号 平成１７年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定について 

       議案第１４０号 平成１７年度阿波市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

               認定について 

       議案第１４１号 平成１７年度阿波市老人保健特別会計歳入歳出決算認定 

               について 

       議案第１４２号 平成１７年度阿波市介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

               について 

       議案第１４３号 平成１７年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計歳入歳 

               出決算認定について 

       議案第１４４号 平成１７年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳 

               入歳出決算認定について 

       議案第１４５号 平成１７年度阿波市農業集落排水事業特別会計歳入歳出 

               決算認定について 

       議案第１４６号 平成１７年度阿波市特定環境保全公共下水道事業特別会 

               計歳入歳出決算認定について 

       議案第１４７号 平成１７年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認 

               定について 

       議案第１４８号 平成１７年度阿波市水道事業会計決算認定について 

       議案第１４９号 平成１８年度阿波市一般会計補正予算（第３号）につい 

               て 

       議案第１５０号 平成１８年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第 

               ２号）について 

       議案第１５１号 平成１８年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２ 
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               号）について 

       議案第１５２号 平成１８年度阿波市特定環境保全公共下水道事業特別会 

               計補正予算（第１号）について 

       議案第１５３号 平成１８年度阿波市御所財産区特別会計補正予算（第１ 

               号）について 

       議案第１５４号 阿波市住所表示の変更に伴う関係条例の整理に関する条 

               例の制定について 

       議案第１５５号 阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償 

               に関する条例の一部改正について 

       議案第１５６号 阿波市消防団の設置等に関する条例の一部改正について 

       議案第１５７号 阿波市消防団の定員、任免、服務等に関する条例の一部 

               改正について 

       議案第１５８号 阿波市国民健康保険条例の一部改正について 

       議案第１５９号 阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する 

               条例の一部改正について 

       議案第１６０号 阿波市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正に 

               ついて 

       議案第１６１号 阿波市八幡簡易水道給水条例の一部改正について 

       議案第１６２号 阿波市公民館条例の一部改正について 

       議案第１６３号 阿波市立図書館条例の一部改正について 

       議案第１６４号 阿波市立歴史館設置及び管理に関する条例の一部改正に 

               ついて 

○議長（原田定信君） 日程第１、議案第１３９号から議案第１６４号までを一括議題と

いたします。 

 これより議案に対する質疑を行います。 

 議案に対する質疑は、基本的事項、大綱的なものとし、詳細な事項については委員会で

行ってください。 

 発言回数は、同一議題について３回以内となっておりますので、あらかじめご了承願い

ます。理事者も、再問のないよう明確な答弁をお願いいたします。 

 通告の順序に従い、順次発言を許可いたします。 
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 １６番三木康弘君より議案第１３９号、議案第１４７号について質疑が提出されており

ますので、発言を許可いたします。 

 三木康弘君。 

 

○１６番（三木康弘君） 議長の許可がございましたので、通告に従いまして質疑に入ら

せていただきます。 

 議案第１３９号の２４ページ、それと７８、８０ページの分の土成、市場のケーブルテ

レビの使用料について質問いたします。 

 当初予算額９，０００万円に対しまして、土成地区が４，１７０万円、市場地区が３，

９７５万円の現年度収入となっておりますけれども、それぞれの使用料は各幾らなのか。 

 それと、１００％完納した場合の収入は当初予算９，０００万円とありますけれども、

これでよいのか。 

 それと、管理費も土成が５，０４９万円、市場が５，００３万円と各１，０００万円ず

つ足りませんけれども、収入に対して。それは当初から織り込み済みなのかお伺いいたし

ます。 

○議長（原田定信君） 議案第１３９号は全部。 

 お願いいたします。 

○１６番（三木康弘君） それから、２点目、７０ページ。職員共済組合の負担金につき

まして、総務部の場合１億３，４５４万円となっておりますけれども、給料が１億７，０

００万円、それからそのうち特別職の給料が２，０００万円程度でございますのに、この

共済組合負担金の比率が高いのはなぜなのか。それと、厚生年金の場合は雇用主５０％、

本人５０％ですけれども、共済組合の場合、どういう比率で支払いがなされているのか。 

 それと、３点目、１４９ページ。国土調査費１，１７５万６，０００円と使っておりま

すけれども、どの地域をどの程度調査ができたのか。そして、その委託料８５５万７，０

００円はどこに委託されておるのか。 

 ４点目、１５１ページ、環境改善センター管理費について。土成の農村環境改善センタ

ーの光熱水費が９３万円、その他委託料９０万円に対しまして、環境改善センターってい

うのは私もちょっとよく似た名前があるので、場所はどの建物なのか。それと、光熱費が

２６５万円、それと委託料１４７万５，０００円と光熱費は農村環境開発改善センターの

３倍、委託料は１．６倍となっておるけれども、どのような理由でこのような開きがある
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のか。 

 それと、１５９ページ、道の駅の管理費についてお伺いします。 

 これは国土交通省からの運営管理の助成があるのかどうか。それと、施設の委託先はど

こか。それと、委託料３７１万円、補助金３１万円の内訳をお願いしたいと思います。そ

れと、光熱水費が１９３万６，０００円と高いのはなぜなのか。 

 次に、６点目。同じく１５９ページの土柱休養村センター補助金２，３１４万８，００

０円、それと金清活用センター補助金１，５３７万円、その他休養村の方には委託料が２

２９万円出ているが、これは無料入浴券の支払いのことなのかどうか。それと、２６ペー

ジの使用料が休養村センターが３７５万円、それと金清が２６１万円とあるけれども、こ

れ一般入浴料では少な過ぎるけれども、何の数字なのか教えていただきたい。それと、重

油代、光熱水費もばかにならないと思うけれども、これはどこに載っておるのか。 

 次に、７番目、１６８ページ。周辺対策費２億円と大変な額でありますけれども、すべ

てが吉野のグラウンド整備の費用なのか。それと、うち補助金１，３７３万７，０００円

は何に補助をされたのか。 

 それと、８点目、ページ２６の市内住宅使用料ですけれども、現年度、過年度分を含め

て７，０７８万６，０００円、そして１６９ページの住宅管理費８，２１０万７，０００

円とこの収入と管理費との間に１，２００万円の赤字の開きがあるけれども、年間管理、

修繕費にさえ足りないという状況ですけれども、需用費５，８５９万円のうち修理費１，

３１３万９，０００円が入っておるけれども、これの修繕費の内訳――畳の入れかえぐら

いならいいんですけれども、この中にはふろおけの入れかえとか、金額はどうも大きいよ

うなので、どこまで修繕費として入っているのか教えていただきたい。それと、役務費９

０５万９，０００円、それと委託料４４４万円、使用料及び賃貸料１９９万円とは一体何

なのか。それと、補助金として５２７万円という金額が載っておりますけれども、これは

どこへの補助金なのかお尋ねをいたします。 

 以上。 

○議長（原田定信君） 順次理事者よりご説明をお願い申し上げます。 

 八坂企画部長。 

○企画部長（八坂和男君） おはようございます。 

 三木議員の質疑についてご答弁を申し上げたいと思います。 

 ちょっとご質疑が十分理解できておりませんので、もし私の方で十分でない場合は再度
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質疑をお願いいたしたいと思います。 

 ページ２４の使用料ということですが、この９，０００万円については総務使用料とい

うことで、ＤＨＫの使用料とＩＣＮの使用料、それからコミュニティーセンターの使用料

が含まれとるわけですが、このＤＨＫの使用料、収入額、収入済額につきましては、現年

度分と滞納分が含まれております。内訳を申し上げてみますと、ＤＨＫでは４，１７０万

１００円。それから、過年度分、滞納分ですが、これが５３万９，８６０円。で、これを

合計しますと４，２２３万９，９６０円ということになります。 

 ＩＣＮの使用料につきましては、収入額が３，９７５万９００円。滞納の収入につきま

しては１０１万８，０００円。合計で４，０７６万８，９００円となります。 

 使用料は、土成の場合は１，５００円と市場の場合は１，０００円です。 

 以上です。 

○議長（原田定信君） 理事者の方におかれては、今のそれぞれの質疑について、まず番

号から言ってお願いをいたしたいと思います。 

 引き続いて、理事者のご説明をお願いいたします。 

 山下総務部長。 

○総務部長（山下紘志郎君） おはようございます。 

 １６番三木議員の質疑にお答えをいたします。 

 ７０ページの職員共済組合負担金１億３，４５４万８９５円の内訳について説明をいた

します。 

 １億３，４５４万８９５円の内訳につきましては、１点、総務部各課５課ございます、

と会計課、それから３人の特別職の負担金といたしまして３，４１２万７４２円。この負

担金につきましては、年金と社会保険料の掛金でございます。それから、一番大きなもの

といたしまして、追加費用というものがございます。金額が９，７５８万７，２８８円で

ございます。１億３，４５４万円のうちの９，７００万円ということで大変大きな数字で

ございますが、この追加費用と申しますのは、地方公務員等共済組合法が昭和３７年１２

月１日に施行されております。それらの施行日以前の期間に係る年金財源を補うもので、

この費用の負担は地方公共団体が負担するものと定められております。これは総務大臣が

決定することでございます。昭和３７年１２月１日以前に在籍をしておった職員の年金の

負担金を地方公共団体が負担するというもので、旧の恩給法に該当するもんでございま

す。議員の質疑にあります職員共済組合負担金、給料とか等に比べて金額が大き過ぎると
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いう質疑でございますが、ほとんどのものがこの追加費用ということで支払いをいたして

おりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 以上です。 

 それから、負担率につきましては、市、職員それぞれ１００分の５０、５０ということ

で折半ということでございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（原田定信君） 秋山産業建設部長。 

○産業建設部長（秋山一幸君） おはようございます。 

 三木議員の質疑にお答えしたいと思います。 

 私の方の分につきましては、３点目から９点目、３点目の国土調査費から９点目の住宅

管理費についてお答えを申し上げます。 

 まず、１４９ページの国土調査費でございます。 

 国土調査費につきましては、ご質問の場所でございますが、旧阿波地区の天西山０．７

８ヘクタールの現地調査ということで、本年度は地籍調査の閲覧、認証、法務局の送り込

み等を行っております。 

 内容につきましての支出は１，１７５万６，３０３円でございますが、内訳の主なもの

につきましては賃金１８５万円。これは借り上げの賃金が１日当たり１万４，０００円程

度。推進員の賃金として１日当たり１万円を支出させていただいております。 

 委託料でございますが、１３節の委託料８５５万７，５００円については、測量業務の

委託でございます。委託先については興国測量となっております。 

 続きまして、改善センターの部分、１５１ページでございます。 

 改善センター１１目の農村環境改善センター管理費、また１３目の農村改善センター管

理費ということで、１１目の改善センターにつきましては、阿波、市場、吉野地区にある

改善センターの管理費でございます。１３目の環境改善センター管理費につきましては、

通称阿波の本所の隣にあります文化センター、改善センターの管理費でございます。この

需要額が５８３万３，９８９円の決算となっておりますが、この金額が大きいのは１７年

度につきましては本会議の使用を年６回、臨時会を含めて６回程度開催されたと思いま

す。また、本庁舎につきまして、会議場が少のうございますので、２階、１階の会議等ま

た事務所等に常時使用しておるので、需用費等が増大しております。一番大きいのは光熱

費でございます。２６６万８，７３４円と、それから燃料費のガス代が６３万８，２６５
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円と、ご存じのように議会中に空調関係が壊れまして、その修繕費が６７万２，７７４円

となっております。 

 また、１２節の管理費は、浄化槽なり法定検査の委託でございます。 

 １３の委託でございますが、委託料１４７万５，４７１円につきましては、夜間のセコ

ムの管理、また電気保安協会暖房器具等の保守点検のそれぞれの委託費でございます。ち

なみに、電気保安協会が１６万２，９７１円、暖房点検が３１万５，０００円、それから

浄化槽が７５万６，０００円、夜間管理が月額１万５，７５０円となって、これはセコム

の夜間委託料、トータルが１４７万５，４７１円となっております。 

 続きまして、１５９ページの道の駅の管理費でございます。これは決算額５８３万３，

９８９円となっております。この補助金につきましては、県の委託費等をもらっておりま

す。その不足分の３００万円程度が阿波市の負担となっております。主な大きなものにつ

きましては、１３目の委託料で板野郡農協へ管理委託ということで２２２万円、それから

情報施設保守点検の委託ということで、これは地図情報でございますが、５４万６，００

０円等となっております。 

 続きまして、７目の土柱自然休養村センターでございますが、この決算額につきまして

は２，９１２万５，１０５円となっております。これの主なものにつきましては、修繕費

が３００万１３６円。この大きなものにつきましては、水ぶろのろ過修繕が２０４万７，

５００円となっております。また、役務につきましてはそれぞれの検査手数料、車検、浄

化槽の手数料等となっております。 

 １３目の委託料でございますが、これは２２９万１，４４０円の委託で、主なものには

浄化槽の水質の委託費が６３万円、自家用の電気保安管理の業務委託が１８万６，０００

円となっております。 

 それと、１９目の負担金及び補助金でございますが、これにつきましては２，３０８万

８，４００円となっておりますが、これにつきましては、さきにも報告しましたように、

２６ページの収入の部で商工、観光の中に使用料が入っておると思います。これがふろ代

でなくして、部屋の使用料が入っております。部屋の使用料の収入部分が一たん市の方へ

入金しまして、それからまた繰り出すということで、３７５万１，５００円が収入の分に

なっております。差し引き、前にご報告したとおり、１，９３３万６，９００円の実質の

繰入金でございます。 

 続きまして、１５９ページの同じく金清活用センターでございますが、これにつきまし
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ても決算１，７７２万８，９７５円の決算額となっておりますが、これにつきましても１

５節の工事請負費が１５４万８，７５０円でなっておりますが、これにつきましては入浴

施設内の給水及び給油配管工事を行っております１２６万５，２５０円。 

 １９節の負担金でございますが、これも同じく２６ページに商工の収入使用料というこ

とで２６１万６，０００円の収入を一たん入れまして、ここの１９節で指示しとるという

ことで、全体的には１，５３７万７，５００円で、実質１，２７６万１，５００円の赤字

補てんとなっております。 

 続きまして、１６７ページで周辺対策事業でございますが、この周辺対策事業の決算２

億１８０万円でございますが、これは産業建設部の建設課が所管しております周辺対策事

業で、先ほどご質問の教育委員会部局の周辺対策事業の吉野町のグラウンド拡張工事は入

っておりません。これはすべて土成地区の周辺対策事業でございます。これが２億１８０

万円ということで、主なものにつきまして、工事請負費が１億５，４００万円ということ

でございますが、先ほどご指摘の１９節の負担金及び補助金の１，３８０万円の内訳でご

ざいますが、水道のつけかえが６０８万９，５００円、また秋月地区の自治会の集会所施

設の負担金として６２２万６，６５０円。秋月地区につきましては、宝くじ等の補助金を

活用しまして約２，０００万円で自治会の集会所を建てております。この部分が主なもの

でございます。ちなみに、１５節の工事費の土成地区の工事箇所につきまして約２６カ所

を工事施工させていただいております。 

 続きまして、１６９ページでございます。住宅管理費の部分でございますが、住宅管理

費の決算額８，２０７万３５２円の内訳でございますが、この主なものとしましては、光

熱費が３２１万３，３３７円。これは住宅の浄化槽及び集会所の電気代及び水道代でござ

います。また、修繕費でございますが、５，３１９万９３８円となっておりますが、これ

につきましては旧阿波地区、市場地区、吉野地区、大変古うございます。約９割近くが大

変古い住宅ばかりでございますので、この修繕等に全体で３１７軒を修繕工事を行ってお

ります。１軒当たりは１６万７，６３３円でございます。３地区が約１，７７０万円程度

の修繕を、各地区３５０、３３０、３１６戸があるんですが、それぞれ３地区でこの５，

３００万円を修繕ということで、土成地区の修繕工事は皆無に近い状態でございます。そ

の内訳は、防水が２９件、それから室内関係が２１６件、野外関係が７２件ということ

で、修繕工事と住宅を明け渡したときに次の方に入っていただく場合に、畳を入れかえた

り、ふすまそれぞれの悪いところを修繕するのが主な内容でございます。 
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 また、１２節の手数料でございますが、これは浄化槽のくみ取り手数料、検査手数料で

ございます。これについてはそれぞれ各団地ごとの共益費をお願いしましてしておりま

す。ちなみに、このくみ取り地区は３６カ所をくみ取りをしております。 

 それから、工事請負費については４１８万７，９７８円でございますが、これは吉野地

区の屋根の塗料防水加工ということで２軒ほど行っております。 

 最後の補助金の５１９万６，０００円でございますが、これにつきましては、ご存じの

ように、１６年災の１０月２０日の２３号台風によりまして多くの浸水被害がございまし

た。それの部分につきまして、県の補助の中で最高、全壊の場合３００万円、半壊の場合

１５０万円の住宅改修補助がありましたので、県独自の補助で改修させていただいて、そ

の繰越分の精算でございます。阿波が１カ所、市場が４カ所ということで、５カ所をして

おります。最高額は３００万円で、県が５０％、市が２５％、本人負担が２５％の３００

万円。全壊が１軒、半壊が１軒、そのほか３軒でございますが、補助金として５１９万

６，０００円ほど足しております。ご指摘の住宅使用料が７，７６０万円の収入に対し

て、使用料がオーバーしておるでないかということでございますが、予算計上の内容を見

ていただきますと、国の方から住宅の家賃対策に対する補助金がございますので、８，３

６７万４，０００円につきましては、補助金等を含めますと使用料、補助金の範囲内で、

財政当局と詰めの話でございますが、使用料と補助金の範囲内で住宅管理をするという内

部規程みたいなものを設けておりますので、一般財源を使用するには至っておりません。 

 センターの重油代、光熱水費につきましては約７００万円程度、それと水道代もかかっ

ておるんですが、それはセンターの方の支出の方で、一般財源ではこちらの方からでは支

出しておりません。センター管理費としてセンターの方から支出をしております。 

 以上でございます。 

○議長（原田定信君） 三木康弘君。 

○１６番（三木康弘君） ２点目の教職員の共済組合負担金の件について総務部長から説

明を受けたわけですけれども、昭和４７年度の年金の積立分、以降の積立分ということで

９，７５８万円ほどというのはちょっと私も十分理解できんのですけれども、これは昭和

年代からずっとこういうぐらいの金額で推移し、今後も推移していくんでしょうか。 

○議長（原田定信君） 山下総務部長。 

○総務部長（山下紘志郎君） 再問にお答えをいたします。 

 先ほども申し上げましたが、昭和３７年１２月１日に地方公務員等共済組合法が成立を
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いたしております。それで、その以前に在籍をしておりました現在の職員は、これ以前に

在籍した職員はおりません。すべて退職した職員で、それで現在年金を受給している人、

それの年金の財源を拠出するために、毎年地方自治体が負担するということで、本年度は

１０００分の５１．５、昨年度は１０００分の５２．７ということで、年々率は低くなっ

ております。それで、この１０００分の５２．７、これ１７年度でございますが、その分

母となる１０００というのは４月１日現在在籍している職員の給料の１２カ月分、それの

１０００分の５２．７。本年度は１０００分の５１．５でございますが、総務大臣が決定

して組合へ各自治体が負担するということでございますので、旧４町の合計額、現在阿波

市になっておりますが、その合計額が１７年度の場合９，７５８万７，２８８円という数

字になっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（原田定信君） 三木康弘君。 

○１６番（三木康弘君） それと、６点目の土柱、金清の件ですけれども、次期から土柱

がこの指定管理者制度を採用して、土柱が６００万円、それから金清９００万円ときのう

大体の数値をお聞きしたんですけれども、１７年度の数値から見たら、これでいけるんか

いなと心配になるんですけれども、この数字はどこから出てきたんでしょうか。６００万

円、９００万円の。 

○議長（原田定信君） 三木康弘君に申し上げます。再々問になっております。あと質問

漏れがございましたら、追加をして質問に付加させてください。お願いいたします。 

（１６番三木康弘君「結構です」と呼ぶ） 

 秋山産業建設部長。 

○産業建設部長（秋山一幸君） 三木議員の再問にお答えしたいと思います。 

 １７年度決済につきまして、土柱で約３，０００万円程度、金清で１，７００万円程度

支出しておるものが、いわゆる指定管理料が通年委託料、指定管理料合わせまして年間６

５０万円、また金清につきましては９５０万円で、大幅な削減ということでいけるのかと

いうことでございます。 

 １７年度までは、土柱休養村センターにつきましても、すべての修繕、車検それぞれす

べて丸抱え的な感じで運営をしておったのが実情でございます。金清温泉につきましては

そういった部分的なもんはなかったんですが、休養村はそういった部分がございました。

ということで、指定管理にあわせまして、それぞれ協会の指針ということで昨年改善委員

会等で所長、また事務当局で十分協議をして、試算の給料計算なり需要計算、収入計算等
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を煮詰めまして、議員から見たら大幅な削減でいけるのかという危惧もございます。しか

しながら、こういった内部精査した中での６５０万円、９５０万円ということで、これで

両所長も頑張ってやっているという中で、職員の体制もきのう助役が報告しましたように

心機一転ということで頑張っておるわけでございます。 

 それで、きのう報告しましたように、収支改善の中で土柱、金清も６５０万円、９５０

万円の赤字の中で、今の現状ではおさまりますが、このオイルマネーの高騰によりまし

て、仕入れにつきましても入札をかけておりますが、だんだんとオイルが上がってきてお

るのが実情でございます。この冬どういうふうな値上がりをするか、その推移を見てみな

いとわかりませんが、今の現状でいきますと、非常に経営努力をさせていただいておりま

すのでいけるんでなかろうかという想定をしておりますので、その点、いろいろと突発な

ことがありましたら、また議会選出の理事ともご相談しながら、また皆さんにもご相談し

ながら、この運営がうまくいくように努力をしてみたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（原田定信君） 小休します。 

            午前１０時４３分 休憩 

            午前１０時４４分 再開 

○議長（原田定信君） 小休前に引き続き会議を開きます。 

 三木康弘君。 

○１６番（三木康弘君） 続きまして、御所財産区特別会計の件についてご質問いたしま

す。 

 ３８１ページ。この中で、歳入のうちで財産運用収入５６６万円、雑入として８５９万

８，０００円とありますけれども、この内容についてお伺いします。 

 ２点目は、山林４０２ヘクタールほどありますけれども、立木の推定蓄積量がゼロとこ

の決算書でなっておりますけれども、これはどういうふうなことなのか。雑木で、一つも

この立木には値打ちはないのかどうか。 

 その場合、管理委託料４９３万円とありますけれども、これはどういうふうな作業とし

て委託しておるのかご質問します。 

○議長（原田定信君） 山下総務部長。 

○総務部長（山下紘志郎君） ３８６ページ、３８７ページの財産貸付収入雑入について

ご答弁いたします。 
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 財産貸付収入につきましては、阿讃開発株式会社――これは御所カントリークラブでご

ざいます――にゴルフ場面積として１６．８ヘクタール貸し付けております。その金額が

５３２万４，０００円でございます。また、樹園地といたしまして地区農家に７．１ヘク

タール、金額１１万８，３２５円。また、たらいうどん等の業者に２０アール、２反でご

ざいますが、２１万５，３００円となっております。 

 それから、雑入につきましては、主に前年度からの繰越金と板野郡森林組合からの事業

還付金でございます。繰越金につきましては６６８万５，８４０円、事業還付金につきま

しては１９１万１，７８８円。それと、あとわずかでございますが、利息がございます。 

 以上でございます。 

○議長（原田定信君） 答弁漏れについてご回答ください。 

○総務部長（山下紘志郎君） ちょっと議長、小休をお願いします。 

○議長（原田定信君） 暫時小休します。 

            午前１０時４７分 休憩 

            午前１０時５３分 再開 

○議長（原田定信君） 小休前に引き続き会議を開きます。 

○１６番（三木康弘君） 以上で質疑終わらせていただきます。 

○議長（原田定信君） 引き続きまして、吉田正君より議案第１３９号から議案第１４８

号に対して質疑がございます。発言を許可します。 

 吉田正君。 

 

○８番（吉田 正君） それでは、議長の許可を得まして８番吉田正でございますが、平

成１７年度の阿波市の一般会計歳入歳出決算認定についての質問をいたしたいと思いま

す。 

 今回私が質問の通告をしておりますのは、合併して初めての１７年度の決算予算でござ

います。特に予算書を見ながら気がついたことでございますが、歳入決算になっておりま

す不納、未収、それからいろいろ各種負担金が公平に納まっとらんのでないかということ

をお聞かせ願いたい。 

 それと、こういうことで取り組んでいったら、いつまでたっても未収金が減らんのでな

いかということと、不納欠損がいつが来ても減らんなということの心配がありまして、税

を納める意識の低下ということが非常に気になります。 
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 そういうことで、私は数字的なことは余りお聞きはしませんが、１７年度現在にどうい

うような税の徴収の方法をやってきたかということと、ひとり暮らしの高齢者の方から、

病気とかいろいろな観点で、税の納付書を発行しても納めるんが無理だなという人もおる

かもわからん。そういう人はできましたら担当の方、それからいろいろな方が家庭訪問し

てチェックして、減額できるもんならしてあげてたら不納欠損、未収額が減るんでないか

いなというような考えもします。 

 それでは、質問に移らせてもらいたいと思いますが、平成１７年度は広域行政というこ

とで、徴収するのは非常に難しいと思います。役場の場合だったら、小さい町村を回って

いて職員も気安い顔見知りで、税を徴収に行っても払ってくれるというようなことでござ

いますが、これだけ広うなったらなかなか徴収もやりにくいだろうと思います。それで、

今回税の未収額が６億５，６６４万円と、不納欠損が７，０００万円余りと。全体で８億

２，３５０万円、６０万円近いということであります。 

 このようなことが起きてきたわけでございますが、助役筆頭に部課長が税の公平さを推

進してもらいたいということで、特別班をこしらえて徴収に行っているということをお聞

きしております。１７年度は、それは今の決算には余り関係してないと思いますが、１７

年度の決算を見て、１８年度、今どういうような方法で徴収ができよるかなということを

お聞きしたいのと、それと今滞納整理機構、県に対して阿波市からたしか３５件と聞いて

おります。それが幾らぐらいの件数が徴収できて、機構の方から阿波の方に報告が来とる

かどうかということを、まずお聞きしたいと思うのと、これから阿波市が税徴収、それか

ら各種負担金について徴収する場合に、役場の職員が徴収に従来どおり行くのかどうか。

それとも、県が機構整理しとるように滞納機構のようなもんが阿波市でできるのかどうか

と。６０歳から退職した人もいろいろおるだろうけん、地域地域で顔見知りの人が税の徴

収に行った方が職員が行くよりは効率がええんじゃないかというようにも私は思います

が、助役なり市長のお考えをお聞きしたいと思っております。 

 それと、山下総務部長にはそういうようなことが現実、条例なんかうたえるもんかどう

か、そこらも検討してもらいたいと思っております。 

 それと、歳入の方はそういうことでお願いして答弁を願いますが、歳出でございます

が、不用額につきまして３億４，９００万円。これは私も現職のときに監査委員から指摘

をいただきました。各部各部ではしれた不用額になっとると思いますが、総合計した場合

に大きな金額にまとまってくるということで、特に目立つわけでございます。これ３月議
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会でできるもんは少のうてもやっぱり予算構成し、不用額で出さんような、数字にあらわ

れんような出し方をしていただいた方が議員の皆さんに理解がしていただけるんでないか

いなと思っております。これ私は監査委員に大分指摘をせられたんです、現職のときに。

で、こういうことを出したんですけど。 

 そういうことで、歳入と歳出の、もう数字は結構です。あと歳入の徴収の仕方、今まで

やってきた仕方、それから１８年度の後半に向けての徴収の仕方、そういうことの方向づ

けを説明していただきたいなと。 

 それと、不用額については、各部長にこれから気をつけていただいて、金が少のうても

やっぱり予算構成すべきでないかなと思いますが、見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（原田定信君） 吉岡市民部長。 

○市民部長（吉岡聖司君） おはようございます。 

 吉田議員のご質疑にお答えをいたしたいと思います。 

 いわゆる今後の取り組みっていうことになると思うんですが、本年８月から１２月まで

の間、今現在でございますが、昨年は十分な期間がなくて徴収班、徴収に行けなかったわ

けでございますが、この８月から１２月までの５カ月間、税務課におきまして２人１組の

８班体制、それで市税の滞納者の一斉徴収を行っております。新たな滞納者への徴収に力

点を置きまして徴収をするよう、市外に至る部分におきましても特別徴収を実施をいたし

ております。特に、国保税につきましては早い時期から徴収ということで、今徴収は続け

ておりますけれども、特に国保税の現年度分をこの１０月から未納者に対しまして徴収を

する予定といたしております。 

 また、来年４月、５月にはまた班体制を組みまして、国保税の徴収、これも特に強くや

っていきたいと、そのように考えております。 

 また、口座振替等の推進、それから納税相談、先ほどもご質疑がございましたように、

ひとり暮らしの高齢者であるとか、いろんな条件の方が今不況で、いろんな諸条件がある

わけでございますが、できるだけ分納方式であるとか、いろんなこういう施策があると

か、そういうふうなことで納税相談を積極的に取り入れていきたいと、そのように考えて

おります。 

 それと、本年４月に発足をいたしました滞納整理機構の滞納整理、この波及効果も期待

をいたしておる状況でございます。 

 まず、滞納整理機構の状況につきましてご説明を申し上げます。 
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 まず、滞納者に対する徳島滞納整理機構への移管最終催告書、これは２月に発送をいた

したわけでございますが、その段階で既に５件２２０万円の収納がありました。 

 それで、阿波市といたしましては、５月の整理機構に対しまして３０件、約３，３００

万円。正確に申し上げますと、３，３１４万６，３２２円を移管をいたしました。６月か

ら徳島大の整理機構が滞納整理を行っております。この８月末までの間に約１，１７１万

円、率にして３６．０７％。正確に申し上げますと、１，１７１万３３３円が既に納入済

みでございます。 

 それに対しまして、当然滞納整理をする段階で延滞金を徴収いたします。その延滞金が

９９万７００円。これも既に収納されております。その分納制約等もありまして、効果が

かなり上がっておると、そのように認識をいたしております。 

 その中身につきましてちょっと簡単にご説明申し上げますと、完納された人が８人、３

０件のうち８人でございます。約９８６万円。それから分納で１０人の方が約束をしてい

ただいております。それが入金済みの人が１４４万円。計１８名で１，１７１万円でござ

います。 

 そういう状況でございまして、特に今後とも税に対する不公平感、少しでも払拭ができ

るように課員一同徴収に努力する所存でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（原田定信君） 野崎助役。 

○助役（野崎國勝君） 吉田議員の質疑内容でございますけれども、１６年、１７年の決

算状況を見るにつけて、収入未済額あるいは不納欠損額等が非常に多いと。これについて

今言う収納率の対策本部立ち上げてるんだけれども、そうした対策本部のあり方等々につ

いてが１点。もう一つは、県の滞納機構みたいな専門といいますか、そういう徴収班が市

の内部でできないかと、この２点だと思います。 

 まず、収納率向上対策の本部なんですが、立ち上げた経過については、昨年の１２月議

会のたしか委員会だったと思います。私も出席おりまして、非常に１６年度等々の決算状

況を見ると、欠損額、滞納額が非常に多いと。これは行政の根幹にかかわるもんじゃない

かという話がありまして、早速年明けの１月５日だったと思いますが、それぞれの関係の

部長、課長にお集まりいただきまして対策本部の設立の方法あるいは業務の内容等々話し

合いました。その中で、特に不納欠損金等々滞納額の分析をとにかくやりましたところ、

これはどうしても対策本部、市の職員本当に一丸となってやらなきゃいかんなというのは
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決定したわけです。 

 その後、５回ほどの会議を開いております。その中で、第２回目だったと思いますけれ

ども、１月２７日だったと思うんですが、この中で、じゃあ、どういうふうな方向でやる

のかということになったわけなんですが、まず１点は、それぞれの課で責任を持ってとに

かく滞納額の一掃を図っていく。これがまず基本ということです。 

 それから、毎月毎月徴収の計画性を立ててくれというようなことで、その月の滞納の目

標数値を立てる。次の月にはその目標数値が達成できたかどうか、金額と達成率をご記入

ください。で、もし達成できない部署につきましては、それぞれ反省すべき点あるいは改

善点等々をとにかく職場研修した上で報告してください。非常にきつい話なんですが、そ

んなことで今現在まで動いております。 

 次に、県の滞納機構みたいな専門徴収という話も実はこの本部員会議の――２６名本部

員会員おりますけれども、美馬市みたいに５人、６人等々の専門班こしらえると、どうし

ても丸投げになってしまう。その方だけがやってほかの者はさわらないっていう非常に人

の特性っていうんですかね、そんなことがあってはならん。特に税の徴収については、こ

れ行政の根幹にかかわる基本的な事務というのを市の職員が一人一人やっぱりひしひしと

胸に秘めてもらうということで専門的な者がやらない。ただし、２６名の者が一丸となっ

てやる。やるんだけれども、それぞれ、例えば人権課の徴収の問題とか住宅とか、そのあ

たりについては払う方も非常に苦労が伴うというようなことで、非常に細かいんですが、

電話のかけ方あるいは応対の仕方、あるいは事前に周知していくとか、夜のあいさつのと

きのあいさつの仕方、そのあたりまでのマニュアルをこしらえながら、市民の皆様にはご

理解いただきながら、２６名の本部員が職場研修しながら事に当たっていくと。もう非常

に地道な方法で事務をしております。 

 特に、三位一体改革といいますかね、その中で非常に財政が逼迫しておりますし、公共

料金等々市民に非常に負担をかけるというような状況もございますので、どうしても公平

性を保つため、滞納者の一掃だけは、一掃っていうのはきつい言葉なんですが、避けて通

れない課題だと考えておりますので、なお一層職員一丸となって市民負担の公平性等に邁

進して収納率の向上に努めていきたいなと、かように思ってます。今後とも議員の皆様に

は格段のご理解とご協力をお願いいたします。 

○議長（原田定信君） 山下総務部長。 

○総務部長（山下紘志郎君） ８番吉田議員の質疑にお答えをいたします。 
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 公金であります税の徴収業務が職員以外の方に依頼できるのかどうかということでござ

いますが、少々勉強不足でございますので、今後勉強いたしまして後日返答をさせていた

だきます。 

 以上です。 

○議長（原田定信君） 吉田正君。 

○８番（吉田 正君） それでは、再問でございますが、滞納整理機構、これは非常に有

効に活用ができたと認識をできました。 

 それから、決算の一般会計の、私は産業建設常任委員会でございますので、水道課、そ

れから住宅の分は次の委員会のときにさせていただきたいと思います。 

 それと、国保、それから介護特別会計でございますが、特別監査資料の意見書の方のペ

ージで見ていただきたいと思いますが、２９ページ国民健康保険でございますが、監査委

員の報告の中にもありますように、不納欠損、それから２億２，２００万円というような

大きな未収金もございます。これもいろいろな監査委員のご指摘がございます。恐らくこ

ういうような不景気な時代が来たのと、それと高齢者の方々の加入ということで、未収金

がますますふえるのでなかろうかという心配はございます。 

 そういうことで、ただいま市民部長が説明していただいたとおり、部長にもお願いして

おきたいことは、徴収については十二分に気をつけて、できるだけ回数をふやすなり通知

を出すなりして一円でも多くの回収を１８年度はしていただきたいと、かように思ってお

ります。 

 それと、介護保険でございますが、介護保険につきましては設立してまだ間がないとい

うのに、やっぱりこれも不納欠損、それから収入未済額が１，３００万円というようなこ

とで、これもやっぱり監査委員が結びにも入れとったようにおおむね状態はよろしいよと

いうことは、こういうことも含めて完璧ではないですよと。完璧な事務というのはなかな

か難しいもんでございますが、こういうような徴収、税の公平さを欠かないように、でき

るだけの職員の方に１回でも２回でも未納者の方と話をし、理解をしていただき、徴収を

していただいたらなと思っております。 

 １８年度はいろいろな組織の職員の意識改革、それから組織の改革ということで、１８

年度決算については大分期待ができそうに思われます。できるだけ一円でも多くの徴収を

していただき、今後税の不公平さがない、それから税の認識を新たにしてもろうて滞納者

が少なくなるようによろしくお願いしたいのと、また最後に市長にどういうような方向
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で、助役がさきおっしゃられましたが、できるだけの徴収をしていくような組織づくりと

いうことで、答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（原田定信君） 小笠原市長。 

○市長（小笠原 幸君） 吉田議員の質疑にお答えを申し上げます。 

 やはり税の負担の公平ということは原則でございまして、これの執行に今全力で取り組

んでおるわけでございます。おかげさまで野崎助役を本部長に滞納あるいは収納の対策本

部というものを立ち上げまして、本当に忙しい中でございますが、それの使命を達成する

ために本当に努力をしてくださって、それが目に見えて効果が出てきているように思いま

す。 

 ただ、県にお願いしております滞納整理機構につきましても、先ほど部長からご答弁申

し上げましたように、約３分の１が既に収納済みでございます。しかしながら、その手法

にもいろいろございまして、私たちもここまで来るまでに何とかしなければならなかった

なという思いもあるわけでございます。これからは、やっぱりヘレンさんじゃございませ

んが、語り合いとかあるいは助け合い、支え合いということですね、やっぱり市民、市は

一つということで皆さんにもご協力いただく。そのためには私たちがしっかりとしなけれ

ばならないということでございまして、昨日もこの本庁舎に職員を集めまして、接遇――

市民への接し方についてもう２回目の研修をいたしました。前も新聞に載ってましたが、

やはり市役所は皆様へのサービス業だということで皆様の理解と協力をいただきながら、

「あすに向かって人の花咲くやすらぎ空間阿波市」をつくらなければならないと考えてお

ります。 

 また、新聞紙上で見ましたら、県内におきましては、ある町では外部の民間の方が徴収

班を公募したというようなことも大きく取り上げましたが、その後やはりなかなか執行は

難しいということも聞いております。まず、私たち職員が努力をして理解を深めると。皆

さんに、そして協力をしていただく。こういう体制をしっかり打ち立てるように、先ほど

申し上げましたけれども、野崎助役以下２６人一生懸命やってますので、私たちもこれを

しっかりとフォローしながらともにそういう努力をしていきたいというふうに考えてます

ので、吉田議員初め皆様の格別のご指導とご協力をお願いいたします。今後も休みなくそ

ういうなことをやっていきたいということをはっきりと申し上げまして答弁といたしま

す。 

○議長（原田定信君） 吉田正君。 
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○８番（吉田 正君） もう最後の質問になると思いますが、歳出の方で総務部長に特に

お願いしておきたいことは不用額の件でございますが、３月の議会で予算構成ができるも

んはせいぜいしていただいて、１８年度決算では不用額が余りにも目立つようなことがな

いようにひとつお願いしたいと思いますが、要望して終わります。 

○議長（原田定信君） 引き続きまして、７番篠原啓治君より議案第１６３号、議案第１

４９号に関して質疑が提出されております。発言を許可します。 

 篠原啓治君。 

 

○７番（篠原啓治君） 議長の許可がおりましたので質疑をさせていただきたいと思いま

す。２点通告させていただいております。 

 議案第１４９号平成１８年度阿波市一般会計補正予算の中の、１０款３項中学校費の中

の３目の中学校施設整備事業費の中の土成中学校の耐震補強診断の１，９１８万円、これ

について質問をしたいと思います。 

 きのう森本議員も言われておりますけれども、この耐震調査をこのまま市内の施設をし

ていくと非常に膨大な予算になってくるのではないかと思います。その中で今回補正で出

ておりますこの耐震補強の診断、判定ですね、この予算というのが果たして適正なのか。

何をもとに適正と言われるのかをちょっと説明をしていただきたいと思います。 

 そして、この予算でどこまでの耐震診断ができるのか。もうこれで、この結果こういう

補強をしたらいいというところまでの予算なのか。それとも、私も一応資料で調べたんで

すけれども、２次、これが耐震補強計画を出して、耐震改修工事の契約、そのときはまた

設計しなければならないというような、資料の中にはそういうふうに書かれておるんです

けれども、この１，９１８万円というのはどこまでの予算なのかを説明していただきたい

と思います。 

 補正の４８ページです。 

○議長（原田定信君） 岡島教育次長。 

○教育次長（岡島義広君） 篠原議員の議案第１４９号の、ページ数４８から４９に続け

ての土成中学校における今回の耐震補強の診断判定業務１，９１０万円がどの程度の判断

基準になるのかということでございますが、土成中学校の耐震の診断とプラス補強計画の

判定業務ということで、２つを含んだ業務と理解をお願いをいたしたいところでございま

す。 
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 ということで、今回土成の中学校には南校舎、北校舎から屋外運動場、９棟をお願いす

るとこでございます。その延べ床面積が５，４４１平米となっております。診断の算定に

つきましては診断のレベル、設計箇所の有無、現地及び建物状況によって大きく違ってこ

ようかとは思いますが、一般的に耐震診断業務費の算定は、これは昭和５４年に建設省の

告示１２０６号に準じて教育委員会のそれそれの施設台帳の記載に記されております。先

ほど申しました土成ですと、その床面積に平家やら１階、２階とかあるんですが、そうし

た棟の基準を診断に必要な調査、試験の内容ごとに費用を積み重ねていきますということ

で、今回の土成の場合は、構造物、校舎については鉄筋コンクリート、１階から３階、一

部土成の場合は４階もあるんでございますが、それと体育館の分につきましては鉄骨構造

ということで２階の部分ということで、それそれの建築年数も考慮して積算した額が今回

の予算に１，９００万円ということになっておるところでございます。 

 これで今説明では一応診断ができたということで、今度具体的には実施設計、そして工

事にかかるということでございますので、あくまで実施設計はまた来年の当初予算かに判

断ができ次第、その判断によってそれがどれほどの、特に今回土成中学校はＩｓ値が低い

ということで、教育委員会としても大変危険なということで、先に優先的に診断をお願い

しとるとこでございますが、その判断によりまして、これを補強でいけるのか、余りそう

したことで判断して、いや、もう建てかえということになれば莫大な費用もかかるという

ことでございますので、そこらはまた別途設計費用はかかろうかとは思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（原田定信君） 篠原啓治君。 

○７番（篠原啓治君） ということは、この１，９１８万円というのは判断する材料だけ

の話なわけですか。 

 そこの耐震補強計画というのを、再問ですけれども、もう少し詳しくちょっと説明をし

ていただきたい。 

○議長（原田定信君） 岡島教育次長。 

○教育次長（岡島義広君） 篠原議員の再問にお答えいたしたいと思います。 

 一応診断には１次診断、２次診断、３次診断というのがございます。１次診断について

は阿波市内の旧町時代にできておる施設がございます。それともう一遍もとへ戻ります

が、全小学校、中学校で６５棟ございます。そのうち旧町時代に１次診断がなされとるん

が３１棟ございます。そして、もう既に２次診断ができておるものが柿原小学校の３棟、
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伊沢小学校の３棟、一条小学校の２棟は済んでおります。 

 ということで、今回は土成中学校でございますが、６月補正には耐震率を１００％にし

ようということで診断予定を優先の調査ということで、残りの１次診断すらできていない

昭和５６年以前の建物、それについては優先度調査ということで、教育委員会では診断は

とりあえず１００％ことしじゅうにやろうということでございます。 

 そしてまた、耐震化率については、全国では５４．７％が公立学校の方ではできとるそ

うでございます。県については３７．８％、阿波市においては耐震化率は２１．５％とい

うことで、こういうことを受けて教育委員会といたしましても、７月２５日の第３回教育

施設検討委員会で学校施設の耐震化計画ということを策定させていただいております。 

 これは、きのうも議論がありました小学校１１校、これは大影小学校もありますし、中

学校も４校ということで、すべての学校でございますが、先ほど申しましたきのうの防災

のマップの中にも全部対象の避難施設ということでございます。ということで、教育委員

会としては児童が１日の大半を過ごす学習生活の場であるということで、特に安心、安全

ということでございますが、そうした発生時の住民の避難所となるとこでございますの

で、早急に整備をするということで検討委員会で耐震化計画を練っていただきました。 

 その中で、教育委員会といたしましては、平成１８年から２２年までの計画案を小学校

と中学校については策定し、順次進めていく方向でおります。今回は土成中学校でござい

ますが、６月のときには伊沢小学校の２次診断をお願いしたところでございます。 

 ということで、１次診断についてはもう既にできておるところ、できてないところござ

いますが、今回２次診断につきましての内容でございますが、具体的には現地調査等であ

り、劣化履歴、外観調査、外部の断面、仕口及び継ぎ手の確認の調査、鉄骨部分の発さび

の状態と、またコンクリートの強度や中性化や深さ等を構造、強度の調査するため、具体

的にはくわ抜きや破壊検査も部分によったらあろうかとは思っております。 

 それで、もう一つの診断の中で今回補強の計画も立てていただきます。ということで、

補強や改修する場合には、もう専門的な構造計算ができるところのということで補強の専

門家にひとつお願いするということで。 

 それと、これにはあくまで診断をしていただきます判定、いろんな数値が出てきました

よということで判定をかけていただきます。その判定も今回の手数料に入っております。

その判定費用が今回１，９００万円のうち３３５万２，０００円が判定手数料でございま

す。この判定につきましては、学校建築耐震診断等判定手数料ということで、これは社団
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法人文教施設協会、これは平成７年の阪神・淡路のときにできました平成７年１０月建築

物の耐震改修の促進に関する法律に基づきまして、平成８年に学校建築物耐震診断等判定

委員会というのができて、その協会が定めた判定の手数料表をもって今回の予算に計上さ

せていただいとるところでございます。答弁とさせていただきます。 

○議長（原田定信君） 篠原啓治君。 

○７番（篠原啓治君） 先ほども言ったんですけれども、市内のほとんどの学校も避難場

所に指定されておりますので、市内で耐震調査、耐震補強計画までした場合に、ある程度

の総額の金額を出されとった方が僕はええんかなあと思います。それで、これを阿波市全

体のまちづくりの中でどういうふうにとらえていくかっていうところをちゃんと議論した

方が、もう余りにも古い建物で、４町合併して、統合した方がいいん違うんかなっていう

ようなところの判断の材料にもなると思いますので。今まで見ていると、もう端的に一発

一発のことをされようるようなので、やはり市全体で考えられた方がいいんではないかな

と思いますので、一回考えてみてください。 

 それでは、次の質疑に移らさせていただきます。 

 議案第１６３号であります。阿波市図書館条例の一部改正についての、これページ数が

ないんですけど、わかりますかね。１３６、後ろから２枚目でございます。 

 この中で、旧の吉野町の笠井図書館の件で質問なんですけれども、教育委員会の方で考

えられておるのが指定管理者制度で、この４つある図書館を１社の――１社か１団体かわ

かりませんけれども、１つのところに４つの図書館を指定管理していただくというような

ことをお伺いしているんですけれども、笠井図書館には特定基金として１億５，０００万

円の基金が積み立てられているように思うんですけれども、この取り扱いというのはどの

ようにされるのでしょうか。特定基金ですので、笠井図書館にしか使えない基金であると

思いますので、その辺ちょっとお聞きしたい。 

 それと、本の購入についてはどのようにされるのか。 

 それと、協力をしてくれる団体とか個人とかが、今まで読み聞かせとかいろいろな団体

が協力をしてくれていたんですけれども、民間に委託するとなったら、その辺のことにつ

いてもちゃんと考えておかなければいけないと思いますので、その３点、よろしくお願い

します。 

○議長（原田定信君） 岡島教育次長。 

○教育次長（岡島義広君） 篠原議員の議案第１６３号阿波市立図書館の指定に関する条
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例の一部についての中での質疑でございます。 

 ご承知のとおり、笠井図書館は阿波市の名誉市民でございます笠井強氏の強い郷土愛と

青少年健全育成の精神で、旧吉野町時代、昭和５６年に笠井強氏のご寄附で完成された図

書館であり、現在は市立図書館として多くの市民の方々が利用していただいておるとこで

ございます。 

 その中で、今回市立図書館が指定管理者制度ということで笠井図書館もその指定管理に

なるんでございますが、指定管理を行うことにより、今以上の質の高い住民サービスが図

れると考えておるところでございます。 

 ご質問の笠井強氏のご寄附によって笠井図書館基金が平成１４年に設立されておりま

す。その額は、先ほど議員がおっしゃられた１億５，０２０万円でございます。新市にな

りまして、条例が制定されております阿波市笠井図書館基金条例が制定され、その基金の

管理運営は基金条例の施行の規則によってまた定められ、その基金の運用については基金

運営の理事会を組織し、基金の処理は理事会の承認を必要とされております。それ以外で

は処分してはならないと定められておるところでございます。なお、その理事会の定数は

６名とし、市長及び教育委員５人をもって充てるとなっております。 

 ということで、そうした趣旨のお金ということで、管理も処分もそうした方法にさせて

いただいておるとこでございます。 

 それと、この基金条例の中に、基金の運用益の処分は、今議員お尋ねの図書の購入にも

充てることとされておりますが、現下の金利の情勢が大変厳しゅうございます。先ほどの

基金から得た預貯金の額は、１７年度決算で４万９，０６１円ということでございますの

で、今のところ１７年度、１８年度についてはそうした金利の低い状態での図書、笠井文

庫でございますが、笠井文庫にそろえるというんじゃなしに、ある程度まとまった金額に

なれば、そうした運営の図書の購入にも充てればいいなということで、またその理事会に

もおかけしたいなと思っておるところでございます。 

 それから、今図書館でそれぞれの団体の方、読み聞かせの会とかいろんなボランティア

もしていただいたりしておるところでございますが、これはきのうの一般質問の中にもあ

りましたように、図書館の方、多くの方々の今までのサービスを低下させない、今以上の

サービスをするということで、今回指定管理を提案させていただいてまいったもので、そ

うした方々のご協力も今後お願いしてすばらしい図書館経営ができるように努力してみた

いなと思っておるところでございます。 
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 新しい図書については、指定管理者が購入する要綱や仕様書にしたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（原田定信君） 篠原啓治君。 

○７番（篠原啓治君） 管理をする人が本も、市が予算をつけて、本は管理をする会社か

団体かが買うっていうことですね。それでよろしいですね。 

 わかりました。 

 民間委託をすると、非常に運営するのに管理費をきつきつなり何なりで多分するだろう

とは思うんですけれども、その中で本の購入までこういう管理される人に委託をするのは

どうかなと。市の予算をそこまで持っていくのを余り短絡的に考えない方が僕はいいんで

ないかなと思います。 

 それと、先ほどの１億５，０２０万円の基金のことなんですけれども、市長が委員長で

されるということなんですけれども、特定基金で１つの業者が４つの図書館を管理するの

に、いろいろな状況でお金がいる場合に、笠井図書館の特定基金なんですけれども、管理

者が１社になった場合に、市長がまさか違ってよその図書館にそれを使うような結論は絶

対に出さないでしょうね。その辺をはっきり押さえとかないと、民間委託の場合、あらゆ

る場面が想定されると思うんですけれども、やはり笠井氏の意思をちゃんと理解をしてい

ただいて使っていただくというところを確約をしていただきたいなと思います。答弁お願

いします。 

○議長（原田定信君） 小笠原市長。 

○市長（小笠原 幸君） 篠原議員の質疑、再問にお答えをいたします。 

 この笠井さんというのは、実は今初めて私聞いたわけなんですが、理事になると。その

１人ということなんです。今頭が混乱してます。ただ、笠井さんの本当の意思がどこにあ

るのか。これも確認する必要があると思います。意思は尊重したいと、しなければならな

いと、このように考えております。 

 また、先ほどちょっと少し違うかもわかりませんが、本の購入につきましては、思想、

信条いろいろございますので、やっぱり慎重に、いわゆる購入するための縛りというのを

ちゃんとはめた上でないと、丸投げしてどうぞというわけにはまいらないというふうに考

えてますので、今後担当者とよく話を詰めてまいりたいと思います。私はそのように少し

考えております。心配をしております。 
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 以上でございます。 

○議長（原田定信君） 篠原啓治君。 

○７番（篠原啓治君） 笠井図書館も大分古くなっておりますので、耐震調査するとかい

うのであれば１億５，０００万円に少し足していただいて建てかえていただいても別に問

題はないんではないかなと思いますので、その辺もご協議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

 以上で終わります。 

○議長（原田定信君） 以上で通告による質疑は終了いたしました。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１３９号から議案第１６４号までについては、会

議規則第３７条第１項の規定により、お手元に配付いたしました議案付託表のとおり、そ

れぞれ所管の常任委員会、決算特別委員会に付託いたします。 

 各常任委員会、決算特別委員会の委員長におかれましては、第３回阿波市議会定例会日

割り表に基づいて委員会を開会され、付託案件について審査されますようお願いいたしま

す。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の委員会の日程を報告します。 

 １９日午前１０時より文教厚生常任委員会、２０日午前１０時より産業建設常任委員

会、２１日午前１０時より総務常任委員会、２２日午前９時より決算特別委員会です。 

 なお、次回本会議は２７日午前１０時に再開いたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。ご苦労でございました。 

            午前１１時４９分 散会 
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